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保安機関有効期間の確認及び期限管理の徹底について 

（お 願 い） 

 

平素は、当協会の自主保安活動にご理解とご協力を賜り誠に感謝申し上げます。 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下「液石法」）第２９条

において認定を受けた保安機関は、液石法第３２条及び同法施行令第６条により認定の有

効期間は５年と定められております。しかしながら一部の保安機関において、５年を経過

している事例が確認されました。 

各保安機関におかれましては、自社の保安機関認定期間の確認を行って頂くと共に期限

管理を徹底して頂きますようお願い致します。 

なお、更新する際は、同法施行規則第３４条に基づき、認定の満了する３０日前までに

認定をした行政機関（沖縄県認定の場合は沖縄県知事）あて申請書を提出するようお願い

致します。 

 また、保安業務を委託しているＬＰガス販売事業者は、同法施行規則第２４条に定める

業務主任者の職務、第７号「法第２７条１項の保安業務の実施及びその結果を確認するこ

と」の一環として、保安機関の認定の有効期間についても確認下さいますようお願い致し

ます。 

 

※本件のお問合せ 協会事務局 業務課 TEL 098-858-9562 


